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特許無効審決（成立）取消訴訟事件

（「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」
発明容易想到事件）［上］（全２回）

−平成28年（行ケ）第10186号、平成29年３月21日判決言渡−

　本件発明（摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット）は、引用発明１と対比して、（１） 
相違点１〜（５） 相違点５が存在し、引用発明２及び周知例を考慮すると、容易想到であるとした特許無
効審決の審決取消訴訟において、原告が主張する前記相違点中の（１）相違点４の認定及び容易想到性
の判断の誤り、（２）相違点１に係る容易想到性の判断の誤り及び（３）相違点３に係る容易想到性の判
断の誤りである、とする主張は認められなかったものの、（４）相違点５（本件発明１は、エラストマー
又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱によりインキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部
又はキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明１は、特定していない点）については、容易想
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到とした審決の判断は、誤りであると判示され、審決が取り消された事例。

第１　判示事項

１　相違点４の認定及び容易想到性の判断の誤りについて
（１）相違点４の認定について

ア　本件審決は、本件発明１と引用発明１との間の相違点４の認定を認定した。
イ　本件発明１と引用発明１との間には、本件発明１が、筆記時のインキの筆跡は、室温（25℃）で

第１の状態すなわち有色の状態にありと特定しているのに対し、引用発明１は、特定していない
という相違点が存在するものと認められる。

ウ　以上によれば、本件審決による相違点４の認定に誤りはない。
（２）相違点４に係る容易想到性の判断の誤りについて

ア　前記（１）イのとおり、引用発明１は、常温域に含まれる室温（25℃）において、筆記時のイン
キの筆跡を、有色の状態とする場合と無色の状態とする場合の双方を含むものということができる。

したがって、相違点４は、実質的な相違点に当たらないということができる。
イ　原告らの主張は、引用発明１の筆記具による筆記時のインキの筆跡が室温（25℃）で無色の状態

であるとして、これを前提に、相違点４に係る本件発明１の構成を採用する動機付けが存在しな
い旨主張するが、同主張は前提において誤りがある。

ウ　小括
以上によれば、本件審決の相違点４に係る判断は、結論において誤りはない。

２　相違点１に係る容易想到性の判断の誤りについて
（１）相違点１について

審決認定のとおり、本件発明１と引用発明１との間には、本件発明１が、可逆熱変色性マイクロ
カプセル顔料（可逆熱変色性微小カプセル顔料）において、低温側変色点を－30℃〜＋10℃の範囲に、
高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有するものであるのに対し、引用発明１は、低温側変色点を５℃
〜25℃の範囲に、高温側変色点を27℃〜45℃の範囲に有するものであるという相違点１が存在する。

（２）相違点１に係る容易想到性について
ア　引用例１には、「実質的二相保持温度域は、目的に応じて設定できるが、常温域（例えば、15℃

〜35℃）を含むものが汎用的である。」との記載があり、当業者は、常温域が広く実質的二相保持温
度域に含まれるようにするために、引用発明１において５℃〜25℃とされた低温側変色点の範囲
をより低温とし、27℃〜45℃とされた高温側変色点の範囲をより高温とすることに動機付けがある。

イ　容易想到性について
以上より、当業者は、常温域が広く実質的二相保持温度域に含まれるようにするために、引用

発明１において５℃〜25℃とされた低温側変色点の範囲をより低温とし、27℃〜45℃とされた高
温側変色点の範囲をより高温とすることが動機付けられ、引用例６に接し、感温変色性色彩記憶
性組成物である色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を構成する化合物の成分、成分
割合、粒子の大きさを適宜設定して実質的二相保持温度域の幅を80℃未満、ヒステリシス幅ΔＨ
を80℃以下の範囲内において大きくすることを試み、常態（日常の生活温度域）で呈する色彩の保
持に有効に機能させる上で好ましい低温側変色点及び高温側変色点の範囲を見いだし、相違点１
に係る本件発明１の構成に容易に想到することができる。

３　相違点３に係る容易想到性の判断の誤りについて
審決認定のとおり、本件発明１と引用発明１との間には、本件発明１が、熱変色性筆記具における

「熱」について、摩擦熱と特定しているのに対し、引用発明１は、特定していないという相違点３が存


